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■問
環
境
保
全
課(�☎�
６
５
ー
６
５
１
３
）

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を

開
催
し
ま
す

■問
環
境
保
全
課(

☎�
６
５
ー
６
５
１
３
）

■問人事課(☎�６５ー６５０２）

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
で
、
節
電
し
な
が
ら
涼
し
い
夏
を
過

ご
す
家
庭
や
事
業
者
を
対
象
に
、
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
応
募
資
格
】

つ
る
性
植
物
を
使
っ
て
「
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
」
を
設
置

す
る
市
内
の
家
庭
や
事
業
所

【
応
募
方
法
】

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン

の
全
景
写
真
を
添
付
し
て
郵
送
、
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
左
記

ま
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
環
境
保
全
課
、
北
部
振
興
局
、
各
図
書
館

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
応
募
締
切
】

10
月
31
日(

水)

必
着

【
表
　
　
彰
】

設
置
の
効
果(

電
気
使
用

量
な
ど
）
・
景
観
・
工
夫
な
ど

を
評
価
し
、
家
庭
部
門
・
事

業
所
部
門
の
そ
れ
ぞ
れ
で
表

彰
し
ま
す
。

※
入
賞
者
に
は
園
芸
用
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

問
合
せ
・
申
込
先

環
境
保
全
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

〒
５
２
６
ー
８
５
０
１
　
八
幡
東
町
６
３
２

✉kan
kyo

u
@
city.n

agah
am

a.lg.jp

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

市
で
は
環
境
省
が
呼
び
か
け
る
「
Ｃ
Ｏ
２

削
減
／
ラ
イ
ト

ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
あ
わ
せ
、
６
月
21
日(

木)(

夏

至)

と
７
月
７
日(

土)(

ク
ー
ル
ア
ー
ス
・
デ
ー)

に
、
施
設
や

家
庭
の
照
明
な
ど
を
一
斉
消
灯
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

【
と
　
き
】
６
月
21
日(

木)

、
７
月
７
日(

土)

           

両
日
と
も
20
時
〜
22
時

〇
家
族
が
ひ
と
つ
の
部
屋
で
過
ご
す
こ
と
で
、
電
灯
の
使
用

を
最
小
限
に
抑
え
る
。

〇
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
や
事
業
所
の
電
灯
を
消
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
で
。

■問
高
齢
福
祉
介
護
課(�☎�
６
５
ー
７
７
８
９
）

■問
社
会
福
祉
課(�☎�
６
５
ー
６
５
３
６
）

避
難
支
援
・
見
守
り
支
え
あ
い
制
度
　
　

■問
高
齢
福
祉
介
護
課(�☎�
６
５
ー
７
７
８
９
）

「
い
つ
も
」
の
つ
き
あ
い
が
「
も
し
も
」
に
生
き
る
！

東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地
震
な
ど
の
大
災
害
を
目
の
当
た

り
に
し
、
誰
も
が
地
域
住
民
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
再
認

識
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
地
震
な
ど
の
災
害
は
起
こ
る
こ
と
を

防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
取
り
組

む
「
自
助
」
と
近
所
の
人
が
助
け
合
う
「
共
助
」
の
力
に
よ

り
、
減
災
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
に
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
の
避
難
支
援
で
は
、

日
ご
ろ
か
ら
身
近
な
人
が
声
を
か
け
合
い
、
協
力
し
て
行
動

す
る
「
支
え
あ
い
の
体
制
」
が
と
て
も
重
要
に
な
り
ま
す
。

市
で
は
「
避
難
支
援
・
見
守
り
支
え
あ
い
制
度
」
に
よ

り
、
身
近
な
自
治
会
組
織
が
主
体
と
な
っ
た
避
難
支
援
体
制

づ
く
り
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
暮
ら

し
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な
ど
か
ら
申
し
出
を

受
け
、
自
治
会
や
防
災
組
織
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
皆

さ
ん
に
よ
る
支
援
体
制
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
市
と
社
会
福

祉
協
議
会
が
必
要
な
情
報
を
共
有
す
る
も
の
で
す
。

【
制
度
へ
の
登
録
方
法
】

申
請
書
類
を
左
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類

は
左
記
に
あ
り
ま
す
。
郵
送
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
担
当
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
登
録
対
象
者
】

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や
重
い
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な

ど
、
日
常
生
活
に
手
助
け
が
必
要
な
人
や
、
避
難
を
す
る
際

に
支
援
が
必
要
な
人
。

提
出
先

高
齢
福
祉
介
護
課
・
し
ょ
う
が
い
福
祉
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

社
会
福
祉
協
議
会(

八
幡
東
町)

※
登
録
は
い
つ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
自
治
会
長
や
民

生
委
員
・
児
童
委
員
、
市(

高
齢
福
祉
介
護
課)

、
社
会
福

祉
協
議
会(

地
域
福
祉
課)

な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

出
前
講
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
避
難
支
援
・
見
守
り
支
え
あ
い
制
度
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
出
前
講
座
の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
制
度
の
内

容
や
登
録
手
続
き
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
問
合

せ
・
申
込
み
は
左
記
ま
で
。

■問･申
社
会
福
祉
課(

☎
６
５
ー
６
５
３
６)

「
湖
北
地
域
福
祉
の
職
場
説
明
会
」

出
展
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

福
祉
分
野
へ
の
就
職
を
考
え
て
い
る
人
に
福
祉
の
職
場
の

魅
力
を
発
信
し
、
就
業
意
欲
を
高
め
て
い
た
だ
く
た
め
、

「
福
祉
の
職
場
説
明
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
職
員
採
用
を
検

討
し
て
い
る
事
業
者
は
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
参
加
く
だ
さ
い
。

【
対
　
象
】

長
浜
ま
た
は
米
原
市
内
に
就
業
場
所
を
有
し
、
職
員
採
用

を
検
討
し
て
い
る
介
護
保
険
・
し
ょ
う
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

【
と
　
き
】
８
月
24
日(

金) 

15
時
〜
19
時

【
と
こ
ろ
】
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー(

地
福
寺
町)

【
内
　
容
】

各
事
業
者
の
ブ
ー
ス
で
求
人
や
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
情

報
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
申
込
み
】

７
月
２
日(

月)

ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
左

記
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
参
加
い
た
だ
く
事
業
所
向
け
の
事
前
説
明
会
を
７
月
10
日

(

火)

に
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
・
申
込
先

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
本
庁
舎
１
階
〉

☎
６
５
ー
７
７
８
９

６
４
ー
１
４
３
７

✉ko
u
rei-kaigo

@
city.n

agah
am

a.lg.jp

FAX

■問
環
境
保
全
課(

☎�
６
５
ー
６
５
１
３
）

市
民
団
体
発
電
取
組
支
援
の
お
知
ら
せ

安
全
で
持
続
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
を
つ
く
る
た
め
、

市
民
団
体
が
新
た
に
取
り
組
む
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ

る
発
電
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
民
活
動
団
体(

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
た

は
そ
れ
に
順
ず
る
団
体)

で
、団
体
の
事
務
所
所

在
地
ま
た
は
活
動
拠
点
が
市
内
に
あ
る
こ
と
。

【
対
象
事
業
】
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
事
業(

太

陽
光
発
電
等)

【
補
助
額
】
補
助
対
象
事
業
費
の
１
／
２
以
内

(

上
限
１
０
０
万
円
／
件)

【
団
体
数
】
１
団
体

【
採
択
方
法
】
応
募
書
類
に
よ
る
書
類
審
査

※
条
件
や
申
込
み
方
法
等
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▲昨年度事業所部門　
最優秀賞作品　　羽

は

淵
ぶ ち

商店

■試験日 ７月22日(日)
■申込受付期限 ６月22日(金)当日消印有効
■受験申込書の配布場所 市役所(本庁、北部振興局および支所)
※市ホームページからダウンロードすることもできます。
★受験申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「心理判定員職受験申込

書請求」と朱書きし、返信用封筒(角形２号・120円切手貼付・宛先・郵便
番号明記)を同封し、右記まで送付してください。受験資格等の詳細は、必
ず受験案内でご確認ください。

※広報ながはま６月１日号掲載の社会福祉士の募集を心理判定員に訂正します。

市職員を募集します（平成31年４月１日採用予定）

職　種 採用予定人員 受　　験　　資　　格

心理判定員
(上級) １人程度

次に該当する人
〇昭和63年４月２日以降に生まれた人で、臨床心理士または臨床発達心理士の資

格を有する人
(平成31年３月31日までに取得する見込みの人を含む)

問合せ・申込先
長浜市職員選考委員会(人事課内)
〒526‐8501 八幡東町632
☎６５ー６５０２


